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公益社団法人東京都薬剤師会 定款施行  

 
平成25年4月 1日 施行 
平成2 年 月2 日  
令  2 年 月2 日      

 

第１  会   員 

 

（ 及び職 薬剤師会） 

第１条 定款第６条に定める 及び職 薬剤師会は、次のとおりとし、本会に 会しよ

 うとする は、以下の 及び職 薬剤師会に 会 きをすることとする。 

 (１) の行 を とする 薬剤師会 

        京    

  東     目        

  並           

         

 (２) ２２年３月５日東京都 １２ による の 施以 の名 を

   した行 を とする 薬剤師会 

  日本   京    下     

  ( 薬剤師会の を除 )   

 (３) を とする 薬剤師会 

  ( の ）  ( の ） 

  ( の )  ( の )  ( の ) 

  ( の ）  ( の ） 

 (４) 数の を とする 薬剤師会 

  ( 、 、あきる 、 および の ） 

  (日 、 および の ） 

  ( 金 および の ） 

  ( 、 、 、東 および の ） 

  ( 東京 、 平 、 、東 および東 の ） 

 (５)職 薬剤師会 

  東京都 薬剤師会( たは 所に勤務する ） 

  都 関 施 薬剤師会(都 及び の関 施 に勤務する ） 

  薬薬剤師会( 薬に勤務する ） 

  薬薬剤師会( 薬に勤務する ） 

  薬薬剤師会( 薬に勤務する ） 

 

（ 会 き等） 

第２条 本会に 会しようとする は は勤務する事業所が所在する の 薬

 剤師会に 会 きをするものとする。 

   ２ 本会に 会しようとする で、第１条の職 薬剤師会に所 しようとする は、 

 当該職 薬剤師会に 会 きをするものとする。 

   ３ ２項に該当し い は、本会に 会 きをする。 

   ４ 会に当っては に定める会 規程による会 を て 次の事項を 出し  

 い。 

 (1) 名、 年月日、 所、勤務 、  

 (2)会員の 、業  

 ( )薬剤師名  
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   ５ 項の 出事項に を じた時は、 に 会 きをした 及び職 薬

 剤師会 たは本会 出 い。 

   ６ 会 込 及び 出 等を 理した 及び職 薬剤師会は に本会

 するものとする。 

 

（ 会及び退会の年月日） 

第３条 本会 の 会に いては、 及び職 薬剤師会において 会 きが した

 日をもって 会年月日とする。 

   ２ 本会に 会 きをする に いては、本会が 会 きを した日をも

 って 会年月日とする。 

   ３ 退会及び の年月日に いても、 ２項と の いとする。 

 

第２  会    

 

（会 規程） 

第４条 定款第８条第４項に規定する会 規程は、次年度事業 算を基 として計算  

 た会 額及び 法 期 金等を、 年事業年度 に総会の決 

 を て定める。 

 

（ の会 ） 

第５条 本会は に を じたときは、総会の決 を て 条に定めた会 の に、 

 の会 を することができる。 

 

（会 の ） 

第６条 会員であって、 、 の の事 によって会 の を 当と める

 ものがあるときは理事会の決 を てこ を することができる。 

 

（ 及び職 薬剤師会にお る会 ） 

第 条 及び職 薬剤師会に所 する会員の会 は 薬剤師会にてこ を して本

 会に し い。 

   ２ すでに した会 はこ を し い。 

 

第３    員 名  

 

（ 員名 ） 

第８条 定款第１３条及び 員 規程に基づいて 施 た 員 の報 を

 た会長は、 員名 を 成し、定款第４９条第３項及び第４項の定めによ

 り、 の に するものとする。 

 

第４  役 員 等 

 

（ 、 役） 

第９条 定款第３３条に規定する および 役は次の のうち する。 

 (１)本会の会長 は副会長であった  

 (２)本会が とする を する  

 

 

 

 

 

第５  会務執行  

 

（事業 の ） 

第１０条 本会は会務 びに事業を するため、次の事業 を る。 

    の        当 事 項 

 (１)総 務  務 理 外 報 薬剤師の職業 及び の い  

    の にも い事項 

 (２)会 計  会計に関する事項 

 (３)    会員の に関する事項 

 (４)    薬 報の 、薬 の 及び 及等に関する事項 

 (５)  事業 行のための 及び に関する事項 

 (６)職 対  薬剤師の 上 機関 の 行 薬 務 、 

    公 及び 等に関する事項 

 ( )  及び 剤報酬 業務に関する事項 

 (８)薬 業務  薬 のための薬 業務の 的 上、計 

    理並びに 対 に関する事項 

 (９)  薬 の 及び 所に関する事項 

 

（事業 長） 

第１１条 の 長は理事のうちより会長が指名し理事会の を る。 

 

第６  総   会 

 

（理事及び監事の 任） 

第１２条 定款第１ 条に規定する総会の のうち、 条第 の理事及び監事の 任に

 いては、総会において に定める役員 規程により 任する。 

 

第   員 会 職   会 

 

（常 員会） 

第１３条 定款第４３条に定める 員会のうち次に る 員会を常 員会とする。 

  常 員会の        当 事 項 

 (１)会 員  員 会 会員の 及び会員 等に関する事項 

 (２)    員 会 薬 報の 、薬 の 及等に関する事項 

 (３)薬 業務 員会 薬 薬剤師の業務及び薬 機 の 的 上に関する 

  事項 

 (４)薬 薬 員会 と薬 間の薬剤師業務の に関する事項 

 (５)薬 事  員 会 薬事関 度の 及び に関する事項 

 (６)公 員会 薬事 等、公 に関する事項 

 ( ) 員会 に関する事項 

 (８) 員会 及び に関する事項 

 (９)    員 会 都薬 等の 行に関する事項 

 (1 ) 務 員会 薬 の 務 に関する事項 

 (11) 員会 薬剤師の に関する事項 

 (12) 対 員会 対 に関する事項 

 (1 ) 員会 に関する事項 
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   ５ 項の 出事項に を じた時は、 に 会 きをした 及び職 薬

 剤師会 たは本会 出 い。 

   ６ 会 込 及び 出 等を 理した 及び職 薬剤師会は に本会

 するものとする。 

 

（ 会及び退会の年月日） 

第３条 本会 の 会に いては、 及び職 薬剤師会において 会 きが した

 日をもって 会年月日とする。 

   ２ 本会に 会 きをする に いては、本会が 会 きを した日をも

 って 会年月日とする。 

   ３ 退会及び の年月日に いても、 ２項と の いとする。 

 

第２  会    

 

（会 規程） 

第４条 定款第８条第４項に規定する会 規程は、次年度事業 算を基 として計算  

 た会 額及び 法 期 金等を、 年事業年度 に総会の決 

 を て定める。 

 

（ の会 ） 

第５条 本会は に を じたときは、総会の決 を て 条に定めた会 の に、 

 の会 を することができる。 

 

（会 の ） 

第６条 会員であって、 、 の の事 によって会 の を 当と める

 ものがあるときは理事会の決 を てこ を することができる。 

 

（ 及び職 薬剤師会にお る会 ） 

第 条 及び職 薬剤師会に所 する会員の会 は 薬剤師会にてこ を して本

 会に し い。 

   ２ すでに した会 はこ を し い。 

 

第３    員 名  

 

（ 員名 ） 

第８条 定款第１３条及び 員 規程に基づいて 施 た 員 の報 を

 た会長は、 員名 を 成し、定款第４９条第３項及び第４項の定めによ

 り、 の に するものとする。 

 

第４  役 員 等 

 

（ 、 役） 

第９条 定款第３３条に規定する および 役は次の のうち する。 

 (１)本会の会長 は副会長であった  

 (２)本会が とする を する  
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第５  会務執行  

 

（事業 の ） 

第１０条 本会は会務 びに事業を するため、次の事業 を る。 

    の        当 事 項 

 (１)総 務  務 理 外 報 薬剤師の職業 及び の い  

    の にも い事項 

 (２)会 計  会計に関する事項 

 (３)    会員の に関する事項 

 (４)    薬 報の 、薬 の 及び 及等に関する事項 

 (５)  事業 行のための 及び に関する事項 

 (６)職 対  薬剤師の 上 機関 の 行 薬 務 、 

    公 及び 等に関する事項 

 ( )  及び 剤報酬 業務に関する事項 

 (８)薬 業務  薬 のための薬 業務の 的 上、計 

    理並びに 対 に関する事項 

 (９)  薬 の 及び 所に関する事項 

 

（事業 長） 

第１１条 の 長は理事のうちより会長が指名し理事会の を る。 

 

第６  総   会 

 

（理事及び監事の 任） 

第１２条 定款第１ 条に規定する総会の のうち、 条第 の理事及び監事の 任に

 いては、総会において に定める役員 規程により 任する。 

 

第   員 会 職   会 

 

（常 員会） 

第１３条 定款第４３条に定める 員会のうち次に る 員会を常 員会とする。 

  常 員会の         当 事 項 

 (１)会 員  員 会 会員の 及び会員 等に関する事項 

 (２)    員 会 薬 報の 、薬 の 及等に関する事項 

 (３)薬 業務 員会 薬 薬剤師の業務及び薬 機 の 的 上に関する 

  事項 

 (４)薬 薬 員会 と薬 間の薬剤師業務の に関する事項 

 (５)薬 事  員 会 薬事関 度の 及び に関する事項 

 (６)公 員会 薬事 等、公 に関する事項 

 ( ) 員会 に関する事項 

 (８) 員会 及び に関する事項 

 (９)    員 会 都薬 等の 行に関する事項 

 (1 ) 務 員会 薬 の 務 に関する事項 

 (11) 員会 薬剤師の に関する事項 

 (12) 対 員会 対 に関する事項 

 (1 ) 員会 に関する事項 
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（ 員会） 

第１４条 条に るものの 、 あるときは理事会の決 を て 員会をお  

 ことができる。 

 

（ 員の ） 

第１５条 員は会員 より理事会の を て会長がこ を する。 

 (１) 員の任期は、こ を した会長の任期に る。 

 (２)常 員会、 員会に あるときは、 時 員を ことができる。 

 (３) 時 員は会員で い の もこ を することができる。 

 (４) 時 員の任期は の した事項の業務が したときをもって る。 

 

（ 員会の ） 

第１６条 員会は 員の により 員長１名、副 員長 名を定める。 員長は

 員会の 長と り会 を主 する。 員長に事 あるときは副 員長がこ を

 理する。 員長は あるときは本会理事会に出 して を べることができ

 る。ただし 決に ることはでき い。 

 

（職 会） 

第１ 条 定款第４４条に定める職 会の 会長は、職 会の により会長がこ を

 指名する。 

   ２ 職 会の は、 の 会の会 による。 

   ３ 会役員の職 名、および 会の会 は本会に報 し い。

 があったときも じとする。 

 

    

 

第１８条 本 の は総会の決 を い。 

 

 

 

公益社団法人東京都薬剤師会 

    員      規  程 
 

平成25年4月 1 日 施行 
平成2 年 月2 日  
令 2年 月2 日  

 
第１  総   

 

（目的） 

第１条 公益社団法人東京都薬剤師会（以下「本会」という。）の定款第１３条に定める

 員及び 員の 出に 事項を定める。 

   ２ 員 の 施にあたっては、以下に る条 を たした上で、公 に 施し

 い。 

 (１)すべての 会員に の機会が ること 

 (２)すべての 会員に する機会が ること 

 (３)すべての 会員に公 ること 

 

（ ） 

第２条 員 は、 表１の とに行う。 

 

（定数） 

第３条 の定数は、 を 施する 年１２月 日現在の会員数に基づいて、定款

 第１４条により算出する。 

   ２ 定款第１５条第２項の規定により、 員が総会決 の り しの 、 の

 、 任 及の 及び役員 任の を している場 (法人法第２ ８条第

 １項に規定する の を している場 を む。)は、当該 が する  

 での間は、当該 員は社員たる を 、 項の 員数に め いものと

 する。ただし、当該 員が 員として たときは、この りでは い。 

   ３ 員の定数は 員と 数 でとする。 

   ４ 定数の は、 員の任期 は行 い。ただし、 及び職 薬剤師会が

 た場 は、理事会の決 により定数を ることができる。 

 

第２  員 理 員会 

 

（ 員 理 員会の ） 

第４条 員 の事務を 理するため、本会に 員 理 員会を する。 

   ２ 員 理 員会は、 表２の とに １名を 員とし、１０名をも

 って する。 

   ３ 員 理 員会の 員は、定款５条第１ の 会員(以下、 会員 という。)

 の 出し、総会の決 により会長が する。 

   ４ 員 理 員会は、 員の により 員長及び副 員長 １名を 。 

   ５ 員 理 員会の 員が たときに 、 の 員を ことができる

 の 員は第３項に じて する。 

   ６ 員 理 員会の 員の任期は、 出 た総会 の時 、次期 員

 の時 での期間とし、 の 員の任期も とする。 

    員 理 員会の 員は 員及び役員を ることはでき い。 た、

 員在任 は 員 の に ることはでき い。 の 員も とする。 
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